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政府統計ミクロデータの提供と

わが国統計制度の今日的課題

森博美

はじめに

１９世紀中葉の近代統計の開始期以来，統計は事実上集計表として論じら

れまた利用されてきた。その背景には，個々のデータが持つ統計的誤差が

多数の事例を集計することによって相殺され，集計量の中に統計的法則と

呼ばれる安定的な結果がはじめて確認されるという対数法則に基づく統計

観がある。さらに，コンピュータの普及以前は大量データの集計処理に多

大の労力とコストを必要としたことから，集計業務は基本的に政府統計機

関に委ねられていた。利用者が統計の利用に当たって，自ら原データの処

理から行うという形での統計利用が大きな広がりを持つようになったの

は，パーソナルコンピュータと各種応用ソフトが大容量データの処理を可

能にした比較的最近のことである。

1960年代以降，欧米を中心に多くの国で，政府が識別情報の削除その他

の方法によって匿名化した個体データを公開あるいは一定の条件の下に研

究者など一般の利用者に提供し，それによって既存集計表では得られなか

った新たな分析結果が得られている。また，伝統的な集計表の形式である

横断面データ（cross-sectiondata）とは異なり，個体を時間軸にそって

連結した縦断面データ（longitudinaldata）やパネルデータといった個体

データをもとに構成された新たなタイプのデータの作成，提供も行われて
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おり，独自の解析手法を用いて幾多の新たな知見が得られている。

このように，政府統計データの利用については新たな展開が見られ，各

国の政府統計機関もいろいろな形でデータの提供面での対応を進めてきて

いる。一方，わが国では，いわゆる指定統計調査票の目的外使用として個

票データの提供システムが制度化され，その運用が行われてきた。統計利

用が新たな展開を見せる中で，わが国の個票データ提供システムさらには

その制度的基盤としての統計法規が，今日どのような問題点をもち，今後

に向けての課題を有するかについて以下に考察してみたい。

本稿ではまず，わが国の統計行政の基本法規である「統計法」の基本的

特徴を概観し，その中に制度化されている現状における政府ミクロデータ

の主たる提供経路である目的外使用制度の現状とそれが抱える問題点を明

らかにする。次いで，政府ミクロデータの提供に積極的に取り組んでいる

諸外国において，そのための制度的基盤としてどのように統計関係法規面

での対応がなされてきたかを紹介する。最後にわが国における昭和63年統

計法改正をとりあげ，そこに内在する問題点ならびに一般利用目的でのミ

クロデータ提供システム構築に向けての課題を明らかにする。

1．統計調査法規としての｢統計法」

1.1「統計法｣の法体系

戦後まもない昭和22年にわが国で「統計法」が制定，施行されてすでに

半世紀以上が経過した。ＧＨＱ占領下という特殊な歴史状況もあり，成立

した「統計法」は省益という官僚機構の論理の枠組みを部分的に超越した

内容を含みもつ当時としては画期的なものであった。この法律が時代を超

えた統計作成の根元に関わる諸規定から構成されていることは，同法がす

でに半世紀以上にわたりわが国の統計行政の基本法規として，法律の基本

的コンセプトに何らの本質的修正もなく今日に至るまでその有効性を保持
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し続けていることが雄弁に物語っている。

ところで，「統計の真実性を確保し，統計調査の重複を除き，統計の体

系を整備し，及び統計制度の改善発達を図る」という第１条に始まる23の

箇条からなる同法は，届出統計に関する第８条や第15条の２など一部の条

文を除き，全体として指定統計調査の精度（統計の質）の法制度的な担保

をその目的としている。

その点を要約的に示せば，まず第２，３条で指定統計の定義とその法的

根拠が与えられ，その他の諸条項が統計調査の企画から実施，結果の公表

に至る全過程について，罰則規定も含め結果精度を二重の意味で保証して

いる。

まず，実査に先立つ調査準備過程については，第7条が指定統計調査の

実施に当たっての実施機関による要承認事項を，また第１7条が調査実施機

関から他の関係機関への調査協力要請を規定している。

次に実査に関しては，まず第5条が申告者に対する申告義務を課し，第

13条が実査の際の立ち入り調査権限を調査従事者に付与している。このよ

うな，被調査者に対していわば強権的に統計原情報の提供を求めることに

対する補償措置の一つとして設けられているのが，第14条の秘密保護規定

である。さらにこれらの諸規定は，第5条については第19条の－～四，第

13条は第19条の四，また第１4条については第19条の２の指定統計調査従事

者による秘密漏洩に対曇する罰則規定によって，法の実効性が補強されてい

る。

さらに集計から結果の公表に至る過程については，第15条が調査個票の

統計作成目的以外への使用を禁止することにより第14条の秘密保護規定を

補強し，また第１6条が調査結果の速やかな公表を調査実施者に義務づけて

いる。後者は，指定統計によって収集された統計’情報が単に調査実施者の

占有物ではなく，調査協力者を含め，広く国民共有の財産であることを明

示することで，調査への協力を要請する規定として読むことができる。な

お，第16条の結果の公表規定については，第19条の２の第２項が調査従事
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者による公表以前の窃用等に対する罰則を規定することにより，統計の

integrityを担保している。

この他にも｢統計法｣は，第９条が調査実施状況全般の監査と改善勧告権

限を統計調整機関の長としての総務大臣に付与し，また第１0条が調査実施

の現場を指揮する統計官，統計主事の資格ならびに任務を規定している。

1.2「統計法｣の時代制約

「統計法」が制定された終戦直後の時期，調査によって収集された膨大

な調査個票データ（個票に記載された個別情報を以下では「統計原単位情

報」と呼ぶ）の集計処理は，大型計算機械を有する一部の政府機関のみが

なしうる作業であった。集計処理に多大の時間を要することから，集計結

果表も，基本的な属性別集計や特に政策的利用価値を有する集計結果など

特定の項目を組み合わせたものに関してだけ作成され，その結果が印刷物

の形で公表されてきた。その意味でこのような公表形態は，当時の情報処

理の技術水準を前提すれば，極めて合理的なものであった。

終戦間もない時期，政府が調査等で獲得した統計原単位情報の集計作業

に動員できる大型集計機械の処理能力は現在とは比較にならないレベルの

ものであり，従って製表される調査項目も自ずと限定的なものとならざる

をえなかった。「統計法」第７条が，指定統計調査の集計事項及び集計方

法についての承認義務を調査実施機関に課しているのは，このような当時

の技術的制約と無関係ではないであろう。

第２の制約は，結果数字の安定性という統計技術的制約である。多重ク

ロス表の場合，作り出されるセルの数は組み合わせ変数の次数に従ってい

わば幾何級数的に増加し，それだけ個々のセルに落ちるケースの数は減少

する。調査結果から意味のある安定的な傾向なり規則性を読みとるには，

ある程度まとまったケース数が求められ，また結果表の表示形式が複雑と

なることから，自ずと組み合わせられるべき集計事項の数も限定されたも

のとならざるを得ない。さらに，結果の公表は長い間原則として印刷物の
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形で行われてきたことから，印刷コストもまた多様な集計結果提供の制約

となってきた。

2．政府統計の二次利用と目的外使用制度

2.1統計原単位情報の－次利用と二次利用

1.1でも述べたように，わが国の「統計法」は，指定統計調査法規とし

ての性格を強く持っている。指定統計の企画実施に関して，「統計法」第

７条は，調査実施機関に対して，調査の目的や調査事項と並んで，「集計

項目及び集計方法」「結果の公表の方法及び期日」についても，政府統計

調査の管理者である総務大臣の承認を義務づけている。統計作成機関が統

計調査によって収集した統計原単位1情報を集計処理し，事前に公示された

表形式による集計表として公表することが，その本来的利用，すなわち－

次利用にあたる。

集計表という形式での調査結果の提供については，集計機械の能力の向

上とともに，既存の統計制度の枠組みの中でも，「統計法施行例」第７条

により公表媒体の多様化など提供の範囲を次第に拡大する方向でこれまで

対応がなされてきた。なお，ＣＤ－ＲＯＭで提供されるものには印刷報告書

にはない結果表が－部収録されているケースもある。さらに，収集された

統計原単位`情報が有する情報量と公表提供される集計結果とのギャップを

埋めるもう一つの方策として採用されてきたのが，いわゆるオーダーメイ

ド集計である。オーダーメイド集計では，所定の手続きにより申請承認さ

れた集計計画について，統計作成機関内部で再集計作業が行われ，結果表

が申請者に提供される。

とはいえ，行政あるいは研究者等による調査結果の利用目的は極めて多

岐にわたることから，個々の利用目的の全てに対応した結果の提供につい

て統計作成者側で対応することは事実上不可能である。統計作成機関によ
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る所定の集計表作成のための使用以外の統計原単位情報の使用は，一般に

統計の二次利用と呼ばれる。

2.2目的外使用制度の運用原則

わが国における政府統計の二次利用については，「統計法」第１５条の２

項に基づく目的外使用というむしろ例外的な提供ルートとしてその制度運

用が行われてきた。そこで以下に，目的外使用関連規定が統計行政担当部

局では一体どう解釈され，どのように運用されてきたかをみておこう。

統計法の逐条解釈，統計行政としての運用については，統計委員会，統

計基準局（基準部，統計主幹）においてその時々の統計行政の中心的担い

手の地位にあった担当者達によってまとめられたものがある〔山中(2)，

杠(1)，松田(3)，そして坂本(7)〕。ここでは〔松田(3)〕ならびに〔坂本

(7)〕に依拠しつつ，近年の運用原則を探ってみよう。

まず，「何人も，指定統計を作成するために集められた調査票を，統計

の目的以外に使用してはならない」という「統計法」第15条の規定は，い

ったい何を意味するのであろうか。1.1ですでに述べたように，「統計法」

は指定統計の作成にあたり，調査客体（被調査者）に対して申告義務（第

５条）を課し，それを罰則（第19条）をもって強制している。このような

報告強制に対する補償措置として「統計法」は，その第14条で，調査等に

よって知られた提供を受けた統計原単位情報における「人，法人又はその

他の団体の秘密に属する事項」についての保護を規定している。

ただ，この第14条の規定を逆説的に読めば，秘密が保護されさえすれば

統計調査機関は獲得した統計原単位'情報に対する自由処分権を有するとい

う解釈も成り立ちかねない。その場合，調査客体は統計原単位`情報の提供

によって思わぬ不利益を被る危険性がないとはいえず，統計作成機関に対

するこのような不信の念は，結果的には作成される統計の真実性を損なう

ことになる。このようなことから制度の運用当事者の間では，「第14条の

秘密保護の規定及び調査客体の信頼確保を調査票の使用方法の観点から－
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段と慎重に規定したもの」〔坂本(7)ｐ５２〕として設けられているのが第

15条であるとこの規定を解釈している。その意味では，調査票（の中に記

載された統計原単位情報）の目的外使用は原則禁止とし，やむを得ない場

合にのみ条件付きで使用を認めるというのがこれまでの運用原則であっ

た。

第１５条第１項に規定された「統計上の目的」について松田は，「本条第

１項の規定を字義どおりに読めばそう（統計一般一引用者）解するのが当

然であるし，また」この主張によれば「第１４条の規定に反しない限り，指

定統計の調査票は統計一般に利用しても差支えない」ということになる

〔松田(3)ｐ６５〕，と主張そのものへの理解は示しつつも，それが第14条に

違反しない限りで適用されることから，統計目的と統計目的以外とを区別

する理由はないとの立場から，制度の運用に当っては，「統計上＝当該統

計上」と解するのが適当であるとの見解を示している〔松田(3)ｐ６３〕。

この点について坂本の解釈は，次のようである。すなわち，「｢統計上の

目的」は，第７条第１項で承認を受けた調査により当該指定統計を作成す

るという目的であり，その内容は承認事項により確定される」〔坂本(7)Ｐ

52〕・第７条第1項における集計事項および集計方法を承認事項としている

以上，「統計上の目的」を統計一般あるいは第７条第１項第１号に規定さ

れた調査の「目的」と理解することはできないことを根拠に坂本は，「統

計上＝当該統計上」との解釈に立つ〔坂本(7)ｐ５２〕。

このようにわが国では，「統計上の目的」とは，第７条第２項により事

前に承認を受け公示された集計方法による集計事項を集計した結果表の作

成に限定するという立場から統計行政が行われてきた。従って，当該統計

作成機関による追加的結果表の作成も本来の「統計目的外」の行為にあた

る。この場合，調査実施機関は，第７条第２項で承認事項についての承認

変更を受けるかあるいは第15条第２項により目的外使用の承認を受ける必

要がある〔坂本(7)ｐ５５〕・

第１5条第２項は，「総務大臣の承認を得て使用の目的を公示したものに
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ついては，これを適用しない」として第１項に対する例外規定となってい

る。しかしここには承認の基準や承認にあたっての具体的な手続きまでは

明記されていない。

このうちまず承認基準については，以下の２つの要件が考えられる。秘

密の保護と使用目的の公益性がそれである。このうち秘密の保護について

は，第１５条第１項が第14条の趣旨を補強する目的で設けられたものであっ

たことから，秘密の保護に抵触するような使用に対して承認が与え難いこ

とは自明であろう。

目的外使用制度の所管官庁である総務省統計局統計基準部では，部内に

内部基準として事務処理要領(1)を設け，その運用にあたっている。この点

に関して松田は，使用目的として以下の４点を指摘している。すなわち，

(ｱ)統計一般の目的であること，（ｲ)名簿の作成であること，（ｳ)学問的研究を

行うのに必要であること，（ｴ)統計法または同法に基づく法令の規定の違反

事件を処理するのに必要であること，がそれである〔松田(3)ｐ67〕・一

方，その約20年後に示された坂本の使用目的に対する見解によれば，(1)使

用結果の行政利用には原則として認められる，(2)使用結果が学問的研究に

利用される場合又は学問的事例研究に使用される場合には，その研究が高

度に専門的な研究であり，かつ公益性の高いことが必要，とされている

〔坂本(7)ｐ５４〕。

このように，二人の解釈を比較してみると，利用目的のうち特に学問的

利用に関しては，松田よりも坂本においてその運用がより厳格に適用され

るようになってきているように思われる。この点は，公益』性について，

｢社会全体の利益，すなわち不特定多数の者の利益に積極的に貢献するこ

とを要し，単に特定者の利益でないとか，公益を害しないという程度のも

のでは足りないと解すべき」〔坂本(7)ｐ５３〕という坂本の理解が，最近

の制度運用の基調を反映している。

なお，「何が公益への積極的貢献」であるかについては，時代，環境，

技術進歩に応じて当然変化しうる。このため，それに対する客観的基準を
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設定することはできないとして，結局坂本は，公益性については，「社会

通念」に委ねている〔坂本(7)ｐ５３〕。このうち特に「技術進歩」との関

連で坂本は，「近年，電子計算機の導入によって，多様な集計が可能とな

ってきたことに伴い，指定統計調査の調査票の使用に対するニーズが高ま

っており，取集された調査票が国民共有の財産であることにも着目し，多

様な統計ニーズに対応して弾力的に統計が作成できるよう，目的外使用の

運用をより弾力化してほしい旨の要望が国内のみならず，国際機関からも

なされて」おり，これらもすべて社会通念の上に立って解決すべき問題と

して認識している〔坂本(7)ｐ53-54〕・

目的外申請によって提供されるデータの使用者の範囲については，松田

によれば，㈹公務員または法令により公務に従事する職員（警察および徴

税の職員を除く），（ｲ)学校，病院，研究所その他これらに相当する研究施

設に勤務する(7)以外の職員，とされている〔松田(3)ｐ６７〕。なお，この

点に関して坂本は，日本銀行職員など他の法律によって公務に従事する者

とみなされる職員については原則として認められるとしているが，松田の

(ｲ)に該当する者については，「原則として行政庁からの委託，助成等があ

る場合に限る」として，提供対象についての制約がより強い〔坂本(3)Ｐ

54-55〕。

さらに事務処理要領には使用の形態についても，公務所内での使用に限

られ，また使用期間も必要最小限であること，さらに結果公表の際の秘密

保護に対する留意といった要件が定められている〔松田(3)ｐ,６７〕。また

使用申請手続きについては，旧行政管理庁が昭和40年から，調査票使用に

関する手続き(2)を定めている〔松田(3)ｐ68-69〕。

2.3目的外利用制度の問題点

個体データである統計原単位情報（磁気媒体上に記録された個票イメー

ジでのデータ）の場合，氏名，企業名，住所，電話番号といった個体識別

に直接繋がる,情報が削除されていても，個体が特定されるリスクは集計量
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とは比較にならないほど大きい。他方で，「統計法」は，できるだけ正確

な統計原単位情報を収集するために，申告者（被調査者）に調査における

秘密の保護を保証している。統計原単位情報の使用目的について上述のよ

うな厳密な運用が行われてきたのは，調査に伴う秘密の漏洩が統計調査そ

のものの根幹を揺るがしかねないことから，調査協力者のプライバシーの

保護を至上命題とするとの統計作成機関側の判断に基づくものといえる。

このため，特に政府機関以外からの申請による目的外使用について個票

データが提供される場合にも，集計処理の結果として得られる集計表の

個々のセルに落ちる数値が調査客体を識別するに至らないしかも安定的な

比率ないし傾向を析出するのに十分なサイズのものであるか否かについて

の実質的な審査が行われる。このような二重の視点からの審査基準によっ

て，目的外使用制度はこれまで運用されてきた。

とはいえ，このような形での制度運用が，他面で収集される統計原単位

1情報の利活用を大きく制約していることも事実である。なぜなら，当該統

計調査の作成機関それ自体あるいは地方自治体や他の政府機関による追加

的な作表作業についても，「統計法」第７条第１項の追加あるいは目的外

申請が求められることになる。さらに政府以外の統計利用者が目的外制度

による統計原単位』情報の使用を希望する場合，その利用目的の公益性が求

められる。この点で例えば学術的な研究については，高度に専門的でしか

も公益性が高いことが承認の必須要件とされ，純粋に学術的な研究という

利用目的だけでは公益性を充足していないとして承認の対象から除外され

てきた。

2.4情報処理技術の向上と政府統計の二次利用の広がり

,情報処理技術の発展，大量データの』情報処理能力を有するパーソナルコ

ンピュータの普及は，これまで技術的制約から統計作成機関にのみ許され

ていた集計処理の可能性を少なくとも技術的には解放した。高度な処理能

力を身につけた一般の統計利用者も，個体データが提供されさえすれば，
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それを独自に加工，処理できる少なくとも技術的条件はすでに揃ってい

る。統計利用者の利用形態も，それまでのクロス表を中心とした分析か

ら，回帰分析等の統計的手法の直接適用，あるいは集計データに基づく時

系列分析からパネルデータや縦断データ（longitudinaldata）に基づく分

析など，急速に多様化している。

1996～98年度文部省科研特定領域研究プロジェクト「統計,情報活用のフ

ロンティアの拡大」（領域代表：松田芳郎一橋大学教授）による一連の研

究によっても明らかにされたように，諸外国では早いところではすでに

1960年代から政府統計ミクロデータが作成され，publicusefiles（PUF）

として広範な利用者層に対して提供されている。また統計原単位‘情報を個

票ベースで時間軸に従ってリンクさせた縦断面データ（longitudinal

data）の作成，他の調査あるいは業務資料とのリンクによる新たな統計

情報の獲得・提供なども，各国政府統計機関の中で急速な広がりを見せて

いる。

3．諸外国におけるミクロデータ提供関連統計法規の整備状況

現在，欧米あるいは国運などの国際機関で進められている職業別死亡率

の国際比較プログラムを例に取れば，人口動態統計とセンサスあるいは登

録情報（レジスター）とを経年リンクさせたＬＳ（longitudinalstudy）デ

ータを使用した分析が，いわば国際標準となっている。翻ってわが国の統

計の現状はといえば，プライバシーあるいは統計作成・活用面での組織の

論理優先という制約もあり，分析可能なデータの整備面でこのような国際

的なレベルから大きく水をあけられている。統計の精度面では世界の最高

水準にあるわが国の統計も，提供可能な統計の制約から，国際比較プログ

ラムにそもそも参画する資格さえ与えられないという状況にある。

統計は，多大の税金と膨大な人手をかけて収集・作成した国民共通の財

産である。単に所定の集計結果を作成することだけで任務は終了というの
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ではなく，調査客体の秘密保護対策の面にも十分留意しつつ，それが潜在

的に有する情報をより有効に活用する方向を積極的に追求する必要があ

る。このためのルール作りとして，現在，「統計利用法」的な法体系の整

備，さらにはそのためのシステム作りが早急に求められているように思わ

れる。

以下では，そのための参考資料を提供するために，ミクロデータの整

備，提供面においてわが国に先行している諸国において，どのような法体

系の整備がそれに寄与したかをあきらかにする。

①アメリカ合衆国

アメリカのセンサス法はその第９条で，「この法律の規定に基づいて提

供された情報を統計目的以外に使用すること，そのデータを提供した特定

の事業所又は個人が識別されるような形で公表すること，あるいは商務

省，局あるいは機関によって認定された職員以外の人が個々の報告を研究

することを許可してはならない」と規定している。このようにセンサス法

そのものにはミクロデータの提供を明示的に認める条文は存在しない。

アメリカにおけるミクロデータの提供については，センサス局の活動を

規定した合衆国法典（ＵＳＣode：1976年10月修正）が個別データの提供

の法的根拠を与えている〔Citteuretal.(28)ｐ791〕・法典第13編第８条で

は，次のようにデータ提供の根拠と条件を規定している。

（b）連邦政府の省庁，機関及び事業所，コロンビア特別区行政府，本編

中の191(a)項において言及される任意の領地あるいは地域行政府（そ

の下位機関を含む)，州あるいは地方機関その他の公的機関及び民間

人と諸機関に対して，長官は，報告者もしくはその代理人から報告さ

れる,情報を開示しない集計表その他の統計資料の写しを提供すること

及び特別な統計的編集や調査を行うことができる。

（c）本条の下に提供される情報はいかなる場合にも，権利侵害に対する

訴追の場合を除き，報告者ないしその情報の関係者に不利益を与える
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形で提供されてはならない。

また，続く第９条では，商務長官及び商務省の各部局の職員に対する禁

止条項として，個体情報の提供形態等について，つぎのような諸規定が設

けられている。

（１）情報が収集される統計目的以外のいずれの目的にも本編の適用を受

ける'情報を提供すること。

（２）識別可能な形で特定の事業所あるいは個人に関する,情報を提供する

こと。

（３）商務省あるいはその部局及び諸機関の宣誓職員と雇用者以外の者に

個人に関する記録を調査させること。

アメリカでは，実務上はセンサスの種類毎に調査結果の公表についての

規定があり，それに従ってミクロデータの作成，提供が行われている〔石

田(16)ｐ５〕・

センサス局では，1963年にはじめて1960年人口住宅センサスの詳細調査

票（longｆｏｒｍ）データから全世帯の0.1％の抽出率で作成したミクロデ

ータの提供に踏み切った。1970年，1980年人口住宅センサスでは抽出率が

全世帯の１％に引き上げられ，この他にもセンサス局では，1968年まで遡

及した経常人口調査（CPS）の公開ミクロデータが作成，提供され，こ

れら以外にも，センサス局が所管する殆んどの世帯調査について公開ミク

ロデータが作成されている〔Cox(27)ｐ５〕。

②カナダ

アメリカにおけるミクロデータの提供に触発され，1960年代初頭，カナ

ダでもこの種のデータ提供への要望が多方面から寄せられた。それを受け

てカナダ統計局では，当初，局内に特別組織を設置し，オーダーメイド型

のミクロデータに基づく解析処理サービスを開始した。しかし，サービス

提供に時間がかかり，利用者がデータに対して対話形式で処理ができない

ことから弾力`性に欠け，費用が高いといった一連の問題点が露見すること
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になった〔石田(16)pl7〕。この問題に抜本的に対応するために，カナダ

統計局は1971年に統計法を改訂し，ミクロデータ提供に対する法制度的な

枠組みの整備を行った。

従来の統計法では，個票,情報の取り扱いに関して「情報の提供者から事

前の承諾を得ないで公表することを全面的に禁止」していた。これに対し

て，改正統計法では，その「秘匿」条項を規定した第17条は次のように改

められた。まず，「情報漏洩の禁止」に関しては，次のように規定されて

いる〔統計基準部(22)p､351〕。

（１）本法第11条又は第１2条に基づいて締結された協定が規定する条件に

従った情報伝達及び本条に従って本法に基づいてなされる告訴の場合

を除き，

（２）本法に基づいて雇用された者又は雇用されたとみなされる者であっ

て，本法第６条に定める宣誓を行った者以外の何人に対しても識別可

能な個票の閲覧を許可してはならない。

（３）本法第６条に定める宣誓を行った者は，いかなる方法によっても，

本法に基づいて取得した’情報の提供により，個票から得られる属性'情

報が個々の個人，企業又は団体と関連づけることができるような仕方

で提供し又は故意に提供させることをしてはならない。

この法改正は，「情報の利用という点で不必要な制約を課」していた制

度を改め，「カナダの法規を国際的な↓慣行」に追いつかせるものであった

〔石田(16)ppl8-l9〕。

③イギリス

イギリスではこれまで統計基本法規にあたるものはなく，個々の統計調

査に関して議会が制定した個別調査法規によって必要事項は規定されてき

た。イギリスにおける統計調査行政において特に重要とされてきたのは，

｢1920年センサス法」（TheCensusActl920)，「1938年人口統計法」（The

PopulationStatisticsActl938)，「1947年通商統計法」（TheStatistics
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ofTradeActl947)，それに「1979年農業統計法」（TheAgricultural

StatisticsActl979）である。

個票データの提供にあたって統計機関側がこれまで依拠してきたのは，

｢1947年通商統計法」第９条である。そこには「本法の……規定の下に収

集したいかなる個々の推算や個票それに個々の企業に関するいかなる'情報

も，推算，個票あるいは情報の主体である当該企業の経営者による書面で

の事前の合意がなければ，……これを開示してはならない」と規定されて

いる。例外的にそれが認められるのも，（a)推算，個票あるいは`情報を保有

する所管の大臣が命令により省庁または輸入税諮問委員会に対して当該省

庁あるいは委員会がそれらの業務の遂行のために行うもの，または(b)本法

の下での違反に関するあらゆる訴訟手続きの報告のために行うものに限定

されてきた〔(11)ｐ２７〕・

イギリスの欧州連合（ＥＵ）への加盟は，統計分野におけるＥＵ基準へ

の調整という結果をもたらした。すなわち，イギリスは加盟国として，域

内の統計作成に係る統一法規を承認し，統計作成，提供業務の面でＥＵの

他の加盟国と共同歩調をとることを要請されることになった。

さらに統計業務のＥＵ基準への調整は，法制度面にも及んでいる。対外

的に1997年２月にはＥＵ統計法（EUStatisticalLaw）を批准，承認〔統

計基準部(25)ｐ219〕する一方，国内的にはこれまでのイギリス的な法体

系の見直しを積極的に進め，2002年１０月に国の統計業務遂行の基本原則を

定めた国家統計行政施行規範（NationalStatisticsCodeofPractice）が

施行された。

「施行規範」は，その構成と適用範囲を定めた部分と諸原則を規定した

部分からなるが，個票データの使用は，後者の第５章（秘密の保護）の部

分で取り上げられている。そこでは，「データの収集ないしその統計目的

への使用に際して秘密が保護される」として，それを達成するための方策

が次の７点にわたって指摘されている。

（a）統計局長は，特に同意された場合を除き，個体が識別されるような
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形で統計が作成されることがないことを含め，秘密保護に係る基準を

設定しなければならない。

（b）国の統計のために提供されたデータは統計目的のためめにだけ使用

される。

（c）国の統計の作成に係る者はすべて，提供者の秘密を保護する義務を

有し，不当な公表に対して法的罰則が適用されることを承知するもの

とする。

（d）個体を識別可能なデータは，物理的に安全な形で保管されること。

データへのアクセスは承認を必要とし，データが正当な研究にのみ使

用され，それ以外には合理的に情報が入手できないと所管の長がみな

した場合にのみ許可される。

（e）個体が識別可能な情報が法律により提供されねばならない場合に

も，明示的な命令並びに統計局長の個人的な責任において提供されな

ければならない。

（f）専ら統計目的のために収集されたものと同様の秘密保護基準が行政

記録から得られたデータに対しても適用される。

（９）報告者は，統計調査において彼らが提供する`情報の主たる使途並び

にそれへのアクセスの制限についての情報の提供を受けることができ

る。

ところでイギリスの国家統計局では，同局が所管する調査から作成され

る個体データ（匿名化ミクロデータ及び識別(可能な）ミクロデータ）につ

いて，独自の提供システムを制度化した。（ｗｗｗ・statisticsgov・uk／

about/NS-ONS/ONS-microdataェeleaseasp参照）

この提供システムは，中央省庁だけでなく，公的機関，研究者，地方自

治体によるミクロデータの利用を想定している。なお，民間企業について

は，このシステムによるデータの提供対象から除外されている。利用申請

が出された場合，上級審査委員会によって審議され，その結論が統計局長

に報告されることになっている。秘密が完全に保証されると国家統計局が
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判断した場合にのみ使用が許可されるが，その際には，次の７点が秘密保

護の基準とされている。

（１）政府統計のために提供されるデータは，統計目的のためにだけ使用

されなければならない。

（２）ミクロデータの入手とそれのいかなる加工も，国家統計行政施行規

範とデータアクセス並びに秘密保護プロトコルに照らして合法的であ

りかつそれらに適合的なものでなければならない。

（３）いかなる統計も個体を特定するようなものであってはならない。

（４）収集の際の約束並びに秘密の保護は絶対的に尊重されなければなら

ない。

（５）個体が特定できるデータは物理的に安全に保管されなければならな

い。

（６）提供されるミクロデータは，研究の必要と目的の双方に対して適合

的でなければならない。

（７）識別あるいは識別可能な統計資料へのアクセスは，国家統計行政施

行規範並びにプロトコルに規定されているとおり，国家統計の目的お

よび報告者に対してなされた約束と整合的な場合にのみ認められる。

このようなミクロデータ提供の要件を満たした利用申請として，2003年

４月から同年11月までに合計41件について使用が認められた。なお，この

うちの28件がＥＵＲＯＳＴＡＴを含む政府機関で，残りの13件が大学等の学

術機関となっている。後者のうち７件はEssex大学のUKDataArchive

であるが，そのうちの６件は，二次分析のための公的利用ファイルの作成

にかかわる申請である。

④ドイツ

ドイツでは，1971年のミクロセンサスのミクロデータが学術研究に対し

て提供されたのを契機に，社会経済の構成要素である個人や世帯，階層に

関する個別データを多変量解析，パネル分析，縦断面（ロンジチューデイ
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ナル）分析が広範な広がりを持って展開され，それらは今日，ミクロ分析

として社会科学における－つの研究領域として確固とした地位を築いてい

る〔浜砂(18)ｐ８〕・ミクロ分析は，主に，社会的不平等と貧困，教育の

機会均等の社会階層移動への影響や女性の社会参加というような公共性の

高い社会福祉面での政策課題の選択ならびに政策評価面で多くの成果を生

み出している。

ドイツにおけるミクロ分析のためのデータ整備の制度的前提となる法制

度面での対応は，おおむね次のような経緯をたどって展開されてきた。浜

砂によれば，ドイツ連邦統計法で匿名性と匿名化された調査個票の概念が

明記されるのは1980年改正法以降である。それ以前は，行政並びに科学研

究目的での調査個票データの使用に関しては特に匿名性の規定は設けられ

ていなかった。1970年代の欧米におけるプライバシー保護運動の高揚は，

一方で個人`情報の使用を前提とするミクロ分析に対する脅威となり，他方

で行政側もプライバシー保護措置の立法化をはかることになる。ドイツで

も1976年に連邦データ保護法が制定され，調査個票が提供される際の原則

が明確化される〔浜砂(13)〕。

「1980年連邦統計法」では，個人情報の統計目的での譲渡，さらには統

計目的外使用のための譲渡についても，譲渡できるデータの範囲，譲渡目

的，譲渡対象者，使用者の守秘義務その他が規定された。さらに匿名性に

ついても，「申告義務者ないしは当事者にもはや関係付けることができな

い申告個票は，連邦統計局と州統計局によって譲渡されることができる」

(第11条第５項）と明記きれ，これによって匿名化されたミクロデータが

調査個票と制度的に区別されることになる。これによって調査個票の目的

外使用とは別途，匿名個別データの提供への道が開かれることになる〔浜

砂(13)p,９〕。しかしこの法改正については連邦議会から，匿名化された

個体データが再識別される可能性について「疑問の余地がないほどに排除

される必要がある」との付帯決議がなされた。

以上のような結果，「1980年連邦統計法」は，「科学研究への申告個票の
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譲渡を絶対的な匿名性の条件のもとでだけ許可したために，科学研究の利

用要求を充足せず，データの科学的な能力をほとんど利用することができ

ないようにしていた」〔浜砂(１０)〕。すなわち，「絶対匿名'性」の要件の充

足が，ミクロデータの提供についての大きな制約となり，第５項の規定は

現実には実効性を欠くものであった。

ドイツにおける本格的なミクロデータ提供の画期となったのが，1983年

国勢調査の違憲判決を受けて成立した「1987年連邦統計法」である。これ

によって，連邦統計局及び州統計部局は，個々のデータの識別が過度の時

間，費用及び人員によってしか可能でなく，かつ受領者が在職者，公務の

ために特に宣誓した者又は第7条に定める義務を負う者である場合に限る

という条件つきながら，「科学プロジェクトの用に供するため，高等教育

機関又は独立の科学研究任務を委任されているその他の機関に対し｣，「そ

の個別データの識別が，多大の時間，費用，そして労力によってのみ可

能」であるという「事実上の匿名化」に基づく個別データ提供方式が制度

化された（第16条(6)）〔統計基準部(24)ｐ35〕。

このような法整備を受けて，1988～91年にかけて，マンハイム大学

WalterMuller教授の指揮の下，「事実上の匿名化」の方法論の策定に関

する大規模な調査プロジェクトが，連邦統計局，州統計局，連邦及び州の

データ保護コミッショナー，マンハイム大学およびマンハイム調査分析セ

ンター（ZＵＭＡ）の参加の下に組織され，実施された〔浜砂(18)ppl74-
5〕。

このようにドイツでは，「事実上の匿名性」という新たな概念を導入す

ることによって，ミクロデータの本格的な提供のための法制度の整備が行

われた。

⑤オーストラリア

オーストラリアでは1970年代までは，印刷物による集計結果表の公表を

原則とし，追加的な集計要望については，いわゆるオーダーメイド方式に
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よる特別集計の提供という形での対応がなされてきた。既存の提供体制が

大量情報の処理が可能なコンピュータの普及を受けた利用者の統計ニーズ

の高まり，統計利用の多様化に対応しきれなくなったことから，オースト

ラリア統計局は，1983年に統計法（CensusandStatisticsAct）を改訂す

ることで，ミクロデータが提供できる制度的枠組みの整備を図った。

「1973年統計法」では，報告者の秘密保護に関して「統計局長，局職員

は……本法に基づいて提供された個票のいななる内容，情報も漏らしては

ならない」（第24条）と規定されていた。「1983年統計法」ではこの部分

が，「統計局長又は統計局職員である者又は職員であった者は，規則

(Determination）又は本法による場合を除き，提供されたいかなる情報

も直接又は間接にいかなる者に対しても漏洩又は伝達してはならない」

(第19条）と改められた。なお，規則第７条は，統計局長による個別統計

データ（Individualstatisticaldata）の開示条件を開示される情報の形

態，提供者が提出する誓約書，さらには使用目的等について規定してい

る。

まず，提供できる｣情報の形態については，氏名，住所等の識別情報が削

除されていること，特定の人や組織が識別できないような形に限定されて

いる。また，統計局長には，このような個別データを提供する際に，個人

利用の場合には使用者本人，公的機関等による使用の場合にはその責任者

による誓約書の取得が義務づけられている。さらに，データの使用目的は

統計目的のみに限定され，第三者への提供も禁じられている〔石田(17）

pp50-51〕･

個別情報のこのような秘密保護策を担保するために同条は，統計局長に

対し，開示目的に関係した作業終了後の個別情報の返却命令権ならびに開

示条件の遵守を確認するための立ち入り調査権限を付与している〔石田

（12)ｐ84〕。

このような法改正を受けてオーストラリアでは，統計局内に「ミクロデ

ータ検討委員会」が設置された。この委員会は，申請のあったミクロデー
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夕の提供が妥当であるかどうかを判定し，結果を統計局長に具申するとい

う提供審査業務，さらにはファイルの標準化あるいは秘匿措置等に関する

方法論研究業務を遂行するものである〔石田(12)ｐ８４〕・

オーストラリアでは，1980年代半ばにミクロデータの提供は開始され

た。しかしそれが本格化するのは，そのための法体系が整備される1990年

代以降であるといわれている〔石田(12)p､82〕。なお，石田の調査によれ

ば，1985年以降の10年間にこの国では25O近い数のミクロデータセットが

提供されているが，その中の約35％を連邦政府と大学が占めている〔石田

(12)ｐ,８７〕。

⑥ニュージーランド

ニュージーランドでは，1975年にそれまでの「1955年統計法」が改正さ

れたことによって個票データの提供が開始されるが，それはあくまでも地

方政府を含めた政府機関における利用を対象としたものである〔石田(12）

ｐ８９〕。すなわち，共管調査として実施された統計調査について個票を当

該機関が相互に使用でき，また他の政府機関がその機関の任務遂行に必要

な研究ならびに統計目的のための利用に対してその提供が認められたにす

ぎない。

８０年代の計算機の普及と高`性能化は，政府統計ミクロデータに対する研

究者からのニーズを高めることになった。しかし，石田の調査によれば，

｢統計法」において明確な規定がないことから，同国では政府機関以外へ

のミクロデータの提供は，今のところ提供を受ける者による秘密保持の宣

誓という条件の下に申請案件に対してケースバイケースで認められている

に過ぎない〔石田(12)ｐ９２〕。なお，実際のミクロデータの利用方法は，

統計局内部での利用（on-site）と局外への提供による利用（off-site）と

があるが，後者は秘密漏洩の危険性が高いことから，基本的に政府機関が

利用主体である場合に限られる〔石田(12)p､92〕。
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⑦オランダ

オランダでは，「中央統計局及び統計委員会の設立に関する法律」の第

11条が，同局が職務の遂行に関連して収集したデータは統計目的のためだ

けに使用することができる旨を規定している。同じく第13条は，個体識別

されないための秘密保護措置がとられている場合に限り，大学その他の研

究機関，中央計画庁，ＥＵＲＯＳＴＡＴ及び中央統計委員会が承認した組織

等に提供できることを規定している〔山家(14)p､１１〕。

⑧フィンランド

政府統計が基本的にレジスターベースで作成されているフィンランドで

は，政府機関及び地方自治体の業務に関するデータ，並びに企業，法人，

自営に関する登録データは公開となっているが，それ以外の個別データに

ついては非公開扱いである。これら非公開データのうち識別子を削除した

ものについては，研究目的に提供されるものもある〔統計基準部(22)ｐ

70〕。なお，同国のミクロデータの提供に関連する諸規定は，下記の通り

である。

まず，「統計法」第17条第１項は，以下の第２，３項に規定される政府

諸機関並びに企業等の登録データ以外の統計用に収集したデータについて

の秘密が保護される旨を規定している。続く第18条では，前条で秘密保護

の対象とされたデータについて次のような開示原則を定めている。

（１）統計作成目的のために取得された秘密情報は，法の定めるところに

より又はデータ主体の同意を得てこれを第三者に開示することができ

る。ただし，かかるデータは，行政上の意思決定又はそれに類する目

的に使用するためにこれを開示してはならない。

（２）統計作成機関が統計作成目的のために収集したデータは，科学研究

又は社会』情勢及びその進展に関する統計調査に使用するために開示す

ることができる。ただし，個人データファイル法に定める個人データ

及び他の統計単位の個体識別データを除く。
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（３）本条第２項の定めにかかわらず，フィンランド統計局は，科学研究

又は統計調査に使用するために，個人の年齢，性別，学歴及び職歴に

関するデータを開示することができる。ただし，データの受領者が個

人データファイル法に基づいてかかるデータの受領を許可されている

場合に限る。

（４）データの開示は，データ主体にいかなる損害も弊害も与えてはなら

ない。関係行政機関はデータの開示に当たって，データの保護に必要

な命令を発するものとする。〔統計基準部(24)p､257〕

さらに同法は，その第22条において，データ使用に関する秘密保護義務

として，次の３点を規定している。

（１）本法第17条の秘密保護規定の適用を受けるデータは，第三者に提供

してはならず，また私的な利益を得るために使用してはならない。

（２）本条第１項の規定は，データの安全を損なうおそれがある場合に

は，統計の作成に関連するデータ処理プログラム及び処理方法

（instructions）にも適用するものとする。

（３）秘密保持の義務は，公表前の提供あるいは使用が財務省令によって

禁止されている未公開統計データにも適用するものとする。〔統計基

準部(24)ｐ258〕

フィンランドでは，個人データの提供に当たっては，「個人データ法」

第15条によって下記の理由でその処理を規定している。

（１）個人データを使用しなくては統計が作成できない場合又は基礎デー

タの必要が充たされない場合

（２）統計の作成が管理者の従事している業務である場合

（３）ファイルが専ら統計目的に使用されるとともに，これによって特定

の個人の身分が確定できるような方法では開示されることのない場合

（データが公式統計として開示される場合を除く）〔統計基準部(24)p、

284〕。
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⑨韓国

韓国では，「統計法」（1962年１月法律第980号，1999年１月最終改正）

第13条第２項が秘密保護規定の一環として，「統計作成のために収集され

た個人，法人又は団体に属する秘匿を要する基本資料は，これを統計作成

以外のいかなる目的にも使用してはならない」と規定している。しかし同

時に他方で，「統計機関の長は，本法第13条の規定に反しない限りにおい

て，大統領令が定める条件に基づいて統計データを広範に使用させるもの

とする」という第16条の規定を根拠に，近年，ミクロデータの提供も行わ

れている。

韓国統計庁が実施したセンサスや標本調査の個別,情報は，個人や事業所

の秘密が厳格に保護される限りでそれを必要とする利用者に提供され，利

用者の求めに応じたオーダーメイド集計サービスも提供されている。特に

ミクロデータの提供と関連して注目される点は，2000年５月から，人口・

住宅センサスの２％ファイルがいわゆる公共利用ファイルとして一般に

ＣＤ－ＲＯＭ提供されるようになった点である。この他にも韓国統計庁で

は，利用者が同庁が作成した個別データに庁内でアクセス，処理ができる

"on-siteaccess，，systemもすでに稼動している。

⑩スウェーデン

スウェーデンでは，特に高度に専門的な学術研究に限定して，個体識別

子を除去し個人や企業等が特定できないようにしたマイクロデータの利用

システムが，個人データ法に従って制度化されている。

同法には，個人データの処理に関して個人の尊厳の侵害を防止する諸規

定が定められている。情報の収集目的と相容れないいかなる目的のために

も個人データは処理されてはならないが，歴史的，統計的並びに学術的目

的への個人データの処理については，,情報の収集目的と相容れないとはみ

なされない。なお，取り扱いに慎重を要する個人データの研究並びに統計

目的への使用に関しては，別途規定が定められている〔統計基準部(24)ｐ、
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352〕。

4．わが国における1988年「統計法」改正と非識別情報の利用

わが国の「統計法」は，1947年３月の施行以来今日までに19回の改正が

行われている。しかしその多くは，他の関連する法規の改正あるいは組織

の改変に伴うものである。この点で1988年改正は，約30年ぶりに行われた

統計法のみにかかわる単独法改正として，他の諸改正から区別される。

この改正では，従来からその不備が指摘されていた国勢調査に関する第

４条の整備〔坂本(6)ｐ35-36〕や罰則金額の引き上げの他に，指定統計

以外の諸統計（承認統計，届出統計）に関する秘密保護並びに個票の使用

についての条文が大幅に改められ，またいくつかの規定が新設された。本

稿で検討課題としているミクロデータの提供システムの法規的基盤整備と

いう点でわが国における統計行政側でのミクロデータヘの対応の基本的性

格を探る上で重要な論点を含んでいることから，以下にこの点について検

討してみよう。なお，1988年改正は，「統計報告調整法」にも関係してい

ることから，同法の改正も併せて行われたが，以下では「統計法」に関係

する部分のみに言及することとする。

第２節ですでに述べたように，わが国における個票ベースのデータの提

供は，統計法第15条第２項を根拠に行われてきた。1988年改正で第15条の

２として非識別情報の使用に関して新設された「前項の規定は，届出統計

調査又は報告徴集の実施者が，被調査者又は報告を求められた者を識別す

ることができない方法で調査票又は統計報告を使用し，又は使用させるこ

とを妨げるものではない｡」というこの規定に明記されている匿名個体,情

報の使用は，一見したところ前節で見た諸外国におけるミクロデータの提

供根拠条項に通じるものであるように見える。

ＯＥＣＤは1980年に政府機関における国民の個人情報の電算機による処

理の拡大に伴い，その保護を図るという勧告を行っている。この勧告を受
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けて政府は1986年１２月，「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人

`情報の保護の制度的方策については，法的措置を譜ずる方向で，そのため

の具体的検討を行う」という方針を閣議決定した。1988年の法改正はこの

閣議決定を受けて立法化に向けての作業が開始された「行政機関の保有す

る電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」（｢個人情報保護

法｣）の動きと連動するものであった。

立案準備の早い段階で作成された「行政機関における個人情報の保護に

関する研究会」（座長：林修三元内閣法制局長官）報告書で，個人情報保

護法案の第３条で統計に関する個人情報については，①専ら統計作成の目

的に使用されること，②統計調査に係る個人情報の保護対策については，

統計関係法規の中で対策を講じるべきとされ，統計審議会等での専門的，

技術的検討に付された〔坂本(6)ｐ３１〕･

統計調整行政を所管する総務庁（省）統計局統計基準部でも，別途，①

統計調査の目的は個人情報を捨象した数字の獲得にあること，②統計調査

結果の目的外使用については，厳格な管理下に置かれており，「統計法」

が独自の秘密保護条項を有していること，③統計の分野では個人と団体等

また計算機と手作業による処理とを区別することには根拠がなく，従って

個人情報保護法のように電算機処理のみを対象に情報管理を行っても意味

がない，といった理由で統計法規によって対処するという方針を持ってい

た。

統計審議会は，1987年12月18日に，①従来，指定統計だけを対象に設け

られていた秘密保護規定と目的外使用の規定を新たに承認統計調査，届出

統計調査にも拡大する，②秘密保護の観点から調査票等の管理規定を整備

する，といったことを内容とする答申を行った。

各省庁が統計審議会統計制度部会に提出した意見に基づき取り纏められ

た審議会の「答申」に対して，その後，各省庁の関係部局から，指定統計

の目的外使用承認制度の運用が厳しすぎるためその弾力的運用についての

要望ならびに承認統計調査･届出統計調査の秘密保護を徹底する一方，調



政府統計ミクロデータの提供とわが国統計制度の今日的課題５９

査個票の目的外使用については各省庁の自主`性をできるだけ尊重すべきと

の意見が強く出された〔坂本(6)ｐ32〕。特に後者に関しては，従来，主

管省庁では届出統計調査及び承認統計調査については調査票の使用はある

程度自由裁量下に行われてきたが，これを制約することは行政の効率化に

寄与しない，との意見が出された。改正案にそれらをどのような形で反映

させるかという点について種々の可能性が検討された結果，第15条の２第

２項のような形で決着した（本稿付表参照)。なお，同条中の「識別」可

能性の判断は，調査実施官庁の判断に委ねられている〔坂本(6)ｐ３４〕。

このような経緯を経て，「統計法」の関係条文は，最終的には本稿末尾

の付表に示したような形にまとまる。そこに盛り込まれた非識別情報の目

的外使用は，あくまでも当該統計調査を所管する政府機関が承認統計調査

及び届出統計調査の個票情報の使用について，いわば既得権益として享受

してきた便益が「個人‘情報保護法」制定と関連した統計関係法規の改正に

よって損なわれることがないようにとの省益を反映したものに他ならな

い。

むすび

本文の冒頭でもすでに指摘したように，わが国の「統計法」は統計調査

法規，とりわけ国の重要統計である指定統計調査に関して「統計の真実

性」を確保することを目的に条文体系が編成されている。信頼できる統計

数字の獲得は，第二次大戦中に壊滅状態にあったわが国の政府統計の再建

にあたっての最大の課題であったことを想起すれば，成立した「統計法」

が統計作成面に比重を置いた条文構成になったのも理由のないことではな

い。

他方で，同法を調査結果の利活用の側面から見た場合，例えば，国民各

層による調査結果の広範な利用とそのための統計作成機関の役割あるいは

違法な利用に対する歯止め措置といった利用関係の規定がいかにも手薄で
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ある。このことを世界の政府統計の利用の現状に照らして評価してみた場

合，膨大な予算と人手をかけて獲得した統計という一種の公共財の有効活

用，あるいは最近海外ですでに定着している政府調査資料の二次利用への

道を著しく制限しているように思われる。

すでに紹介したように，諸外国では個々の国におけるミクロデータの提

供，利用を取り巻く状況の違いを反映して，対応の方法，程度，テンポに

違いはあるものの，政府統計ミクロデータの提供システム構築に適合的な

形で統計関係法規を改正するという一連の動きが見られる。

ところで，1988年改正で「被調査者又は報告を求められた者を識別でき

ない方法で調査票又は統計報告を使用し，又は使用させることを妨げるも

のではない｡」と規定された「統計法」第15条の２第２項の主体はあくま

でも承認統計調査，届出統計調査の実施主体である所管官庁である。この

ことは，法改正の審議経過でも明らかなように，指定統計以外の統計調査

実施機関が個票の使用に関してこれまで享受してきた権益の確保を目的に

挿入されたものであり，広範な利用者層へのミクロデータの提供を意図し

て設けられたものではない。ここには，非識別個体,情報の潜在的利用者と

して，政府以外の利用者は一切想定されていない。

世界の多くの国ですでにいろいろな形態で政府統計ミクロデータの提

供，利用システムが構築され，集計結果表と並んで非集計データの提供が

政府統計の大きな役割として認識されている。このような世界における政

府統計の動向という文脈の中に1988年法改正の背景となっている政府統計

の在り方をめぐる現状認識そのものについて，再点検の余地があるのでは

ないだろうか。

〈注》

（１）「指定統計調査調査票の統計目的外使用の承認申請に関する事務処理要

項」（昭和40年２月行政管理庁長官決定）

（２）「指定統計調査調査票使用申請要領」（昭和40年２月27日行政管理庁告

示第14号）
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付表「統計法」改正条文新旧対照表（秘密保護・目的外使用関係）

付図「統計法」昭和63年改正（秘密保護，目的外使用関連）概念図

〔出所〕「統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律案について」「統計情報」1988年６月ｐ６

新条文 |日条文

(秘密の保護）

第14条指定統計調査，第８条第１項の規定より総務庁長官に届

け出られた統計調査（以下「届出統計調査」という。）及び統計

報告調整法の規定により総務庁長官の承認を受けた統計報告の徴

集（以下「報告徴集」という。） の結果知られた人，法人又はそ

の他の団体の秘密に属する事項については，その秘密は，保護さ

れなければならない。

第15条の２何人も，届出統計調査（地方公共団体が行うものを

除く。次条において同じ｡）によって集められた調査票及び報告

徴集によって得られた統計報告（統計報告調整法第４条第２項に

規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられ

る事項に係る部分に限る｡）を，統計上の目的以外に使用しては

ならない。

前項の規定は，届出統計調査又は報告徴集の実施者が．破調杏

者又は報告を求められた者を識別することができない方法で調杏

票又は統計報告を使用し，又は使用させることを妨げる#)のでは

ない。

(調査票等の管理）

第15条の３指定統計調査，届出統計調査及び報告徴集の実施者

は ， 統計調査によって集められた調査票，報告徴集によって得ら

れた統計報告その他の関係書類を適正に管理するために必要な槽

置を講じなければならない。

(秘密の保護）

第14条指定統計調査の結

果知られた人，法人又はそ

の他の団体の秘密に属する

事項については，その秘密

は ， 

ない

保護されなければなら

｡ 

<新設〉

<新設〉

国 地方

指定統計調査

調査票の適正管理

･秘密保護規定あり

･調査票の目的外使用規制あり

● 

届出統計調査

秘密の保護

調査票の目的外使用規制

調査票等の適正管理●●● 
秘密の保護

調査票等の目的外使用規制及び

適正管理の努力義務規定

●● 

承認統計調査

(統計報告徴収）

秘密の保護

調査票の目的外使用規制

調査票等の適正管理●●● 
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DisseminationofGovernmentStatisticalMicroDataand 

PolicyChallengesforJapaneseStatisticalSystem 
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《Abstract》

Ｉｔｗａｓａｓｅａｒｌｙａｓｌ９６０ｓｗｈｅｎｓｏｍｅｃｏｕntriessuchastheUnited 

StatesandUnitedKingdomhavereleasedanonymizedresampledmicro 

datacreatedfromcensusesandsurveysfollowedbyCanadaandsome 

NordiccountriesManyanalyticalfindingswithmicrobaseddatahave 

carvedoutnewfrontiersnotonlyinacademicresearchbutalsointheir 

policyusethattraditionaltable-basedanalysescouldneverpromise・In

additiontotheenormouscontributionsinofferingacademicfindings， 

microdatahavecreatednewdimensionsintermsofpotentialusability 

ofstatisticaldataNewtypesofdatasetssuchaslongitudinalandpanel 

datacreatedfromindividualrecordshavecultivatedanewarenaof 

dynamicdataanalysisthatneithercrosssectionalnortimeseriesdata 

couldafford 

Japanisfarbehindotherforeigncoｕｎｔｒｉｅｓｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅｕｓｅｏｆ 

ｍｉｃｒｏｄataGovernmenthasbeenhesitantincreatingpublicusemicro 

datafilesinJapanduepartlytotheapprehensionsforthepotential 

threatofprivacyissuesandpartlytotheconventionalpracticeofdata 

enclosurewithininstitutions・Governments，negativeresponsestothe

disclosureofmicrodatahavealsobeensupportedbythestrictapplica‐ 

tionofconfidentialityclausestipulatedinJapaneseStatisticsLaw． 

Duringacoupleofdecadesafterl98０，however，manycountries 

whichappearedtobenewmembercountrieswithpublicusemicrodata 

fileshaveamendedtheirlegislativeframeworksoneafterａｎｏｔｈｅｒｓｏａｓ 
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toadjustconfidentialityclausewithlaunchingsystemstoprovide 

publicusemicrdatafiles・Ｔｈｉｓｐａｐｅｒａｉｍｓｔｏｂｒｉｎｇｔｏｔｈｅｌｉｇｈｔthe

impendingchallengeofJapanesestatisticalsystem． 


